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※　この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で一般に広報していただきますようお願いいたします。

 
 
○ 現在，市区町において支給に向けた準備を進めて 
 いるところであり，支給手続きは始まっていません。 
 
○ 給付金の支給手続のために，手数料の振り込みや 
 ＡＴＭの操作を依頼することはありません。 
 
○ 現時点で，行政機関が，支給対象者に対して生年 
 月日や家族構成，口座番号等を電話や手紙で照会 
 することはありません。 

 メールマガジンで会員の皆さんにいち早く犯罪発生情報等
をお知らせします。 
  携帯電話のバーコード読取機能を使って右のQRコードを
読み取ってください。 
 28警察署のうち,特定の警察署のメールだけを受信するよ
うに設定することができます。 
 また，情報種別については，「子ども・女性対象の事件，不
審者情報」「防犯情報」「県警からのお知らせ」の３つから，
受信するメールを自由に選択できます。 

メールマガジン 
会員登録 

  平成２７年度においても，昨年度同様，一定の要件を満たす方に対
して「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」を支給するこ
とが決まっています。 
 これに伴い，給付手続きを装った詐欺が発生する可能性があります。 

 行政機関の職員などを名乗って，「臨時福祉給付金」などを口実とし
た不審な電話がかかってきた場合は，お住まいの市町や最寄りの警
察署または警察安全相談電話（＃９１１０）へご連絡ください。 


